
    

  

 

保育所、こども園、幼稚園に、しなやかな森大在

のスタッフが訪問しお子さんたちの様子を観察し

ます。しなやかな森大在での様子と併せて、先

生たちと相互の情報共有を行い、お子さんの特

性に応じた支援の方法や環境設定など専門的

にアドバイスする福祉サービスです。 

●保育所等訪問支援● 

 

保育士、言語聴覚士、作業療法士等が在籍しています。 

保育・言語・運動・作業の専門家が協力し、一人ひとりにあ

ったオーダーメイドの支援を行います。 

●しなやかな森大在の特色● 

 

★保育園、こども園や幼稚園には

送迎します。 

●その他● 

●１日のスケジュール● 

① 午前の部 9：30～11：30 

② 午後の部 13：30～15：30 

 ① 9：45～ 

② 13：45～ 

送迎・受け入れ 
① 9：30～ 

② 13：30～ 

●個別セラピー 

（３０分程度） 

●みんなの遊び 

（集団活動） 

① 10：00～ 

② 14：00～ 

 

 ① 11：00～ 

② 15：00～ 

●個別セラピー● 

言語トレーニングやお箸、トイレ動作の練習など 

日常生活で必要な動作の訓練を行います。 

運動を通して身体の上手な使い方やボディイメー

ジの向上、視覚能力の向上を支援していきます。 

また、やり取りや遊びを通してコミュニケーション能

力の向上、集中力の向上を支援していきます。 

●集団活動● 

遊びの中で社会性を学ぶためのトレーニン

グや支援を行います。 

集団生活のルールを学び、自己表現の仕

方、人との距離感や関係性の構築、問題

解決能力を引き出していきます。 

小さな「できた！」の 

積み重ねを通して 

発達の支援を 

行います。 

地域の中で 

いきいきと育つ 

 ① 11：30～ 

② 15：30～ 
送迎・お見送り 

終わりのお集まり 

始まりのお集まり 



 

 

 

 

未就学児については無償となります。ただし、

しなやかな森大在での行事等での実費や水

分補給の飲水代及びおやつ代（１日５０円）

がかかります。 

●ご利用料金● 

「すべての子どもの最善の利益のために」•お気軽にお問い合わせください

お問い合わせ

•実際に施設を見学いただき、ご不明点やご質問にも
お答えいたします

•午前9時～午後５時

ご相談・見学

•児童発達支援を利用する場合、大分市障害福祉課
窓口にて本人及び家族の状況、児童発達支援を必要
とするか等の内容を職員が聞き取ります

•申請時に医師の意見書が必要になります

•申請手続き後に生活や支援の実態にあったサービス
の支援決定を行うために、計画相談支援事業所に
「サービス等利用計画案」の作成を依頼します

•「サービス等利用計画案」などをもとに、大分市がサ
ービスの支給（日数）を決定し、受給者証が発行され
ます

支給の流れ・相談支援事業所の決定

•利用契約を行います。また、利用開始前の面談にて
保護者様からのご要望をお伺いし、お子さんに必要な
支援などを記載した個別支援計画を作成し目標を決
め利用開始となります

利用契約・利用開始

•個別支援計画は半年を目安に、保護者様、お子さん、
スタッフから支援の経過を聞き取り、モニタリング（評
価）を行い、再度どのような支援が必要かお話をしな
がら目標等の見直しを行います

個別支援計画

●利用の流れ● 

施設案内 

 

〒870-0244 

大分市須賀 2丁目 4番 7号 

児童発達支援事業所 しなやかな森大在 

Ｔel:097-589-8333Ｆax:097-589-8334 

●お問い合わせ先● 

tel:097-589-8333

